
 

 1 / 2 

「インフラ刷新」企画提案募集要領（抜粋） 

1．目的 

現在稼動しているサーバ及び周辺機器は導入から５年が経過し、必ずしも最適な状態ではなく

なってきており、経年疲労による障害発生の危険度増という課題を抱えている。障害発生による

業務への影響も生じていることから安定運用の観点から更新が望まれている。 

また、無線LANのネットワーク接続も不安定な状況が継続しており、早期の改善が求められて

いる。 

本業務では、これらの課題を解消するためにサーバ・ネットワーク環境を刷新することにより 

利便性が高くより安定した信頼性の高いセキュアなインフラ環境を構築することを目的とする。 

更には、サーバ機器を統合・集約することによりコストを削減するとともに管理負荷の軽減を 

実現する。 

 

２．提案募集の概要 

（１）委託業務名 

  「インフラ刷新」業務 

（２）委託内容 

「インフラ刷新 提案依頼書」のとおり。 

（３）使用期間 

    平成３０年７月１日から平成３５年６月３０日までの５年間とする。（予定） 

    使用期間前日までに、機構の検収を完了し引渡しすること。 

（４）導入形態 

    物理サーバ賃貸借契約、クラウド・データセンター等の利用契約 

（５）契約方法 

プロポーザル方式による随意契約 

（６）実施場所 

宮城県商工振興センター３階 機構サーバ室 及び 事務室、相談センター（二日町）及び 

接続各拠点（多賀城、石巻）     

（７）本件に係る経費としての予定価格  

       交付資料に記載 

 

３．応募資格  

  プロポーザルへの参加を申込む者（以下「申込者」という。）に必要な資格要件は、次のとおり

とする。 

（１）提案書等提出時に宮城県の定める「物品調達にかかる競争入札の参加資格等に 

 関する規程」により、宮城県に所在をおいて宮城県知事から承認を受けている者。 

（２） 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第 167 条の4に規定する入札参加の資格制限

に該当しない者であること。（※破産者で復権を得ない者等) 

（３） 公告の日から見積合わせの日まで宮城県から物品調達等に係る競争入札参加資格制限の

措置を受けていない者であること。 

（４） 政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定によるもの）に該

当しない者であること。 

（５） 宗教団体（宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条に規定によるもの）に 該当

しない者であること。 

（６） 機構の「反社会的勢力排除に関する規則」において定義する反社会的勢力に該当しない者

であること。 
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（７）サーバ等インフラ構築における受注・納品の実績が過去５年間内にあること。 

（８） 県内に本店もしくは支店、営業所等の事業活動拠点を有し、その拠点に所属する要員が構  

     築及び保守業務に従事できること。 

 (９) 提案事業者自身、または提案事業者に所属する事業所が、ISO27001認証を取得している 

こと。※認証を取得していることがわかる書類を添付すること。 

(10) 提案事業者自身が、本業務のプロジェクトマネージャクラスとして従事したものを直接

雇用し、かつ本業務のプロジェクトマネージャとして従事させることができること。 

 

４．提案募集から契約締結までのスケジュール  

公告日 平成30年1月22日（月） 

提案募集要領の交付 平成30年１月22日（月）～平成30年2月2日（金）午後３時 

質疑受付 平成30年2月2日（金）午後３時まで 

質疑回答 平成30年2月5日（月）午後５時まで 

提案書等提出期限 平成30年2月7日（水）午後５時まで 

提案内容説明会 平成30年2月20日（火）予定 

審査結果の通知 平成30年2月22日（木）頃予定 

見積合わせ 平成30年2月27日（火）頃予定 

契約締結 平成30年2月28日（水）頃予定 

 

５．応募にかかわる各種様式等の交付 

 （１）公告日 

平成３０年１月２２日（月） 当機構ホームページにて公告 

（２）交付期間 

 平成３０年１月２２日（月） ～ 平成３０年２月２日（金）午後３時 （土日は除く） 

（３）交付場所 

   公益財団法人みやぎ産業振興機構 総務企画部 総務企画課 

    仙台市青葉区上杉一丁目１４-２ 

    022-222-1310 

    ※事前連絡のうえ来訪のこと。 

  

６．契約先候補者の選定 

 (１) 契約先候補者の選定方法 

    「インフラ刷新」プロポーザル方式選定委員会（以下「選定委員会」という。）において、 

応募があった企画提案書及びプレゼンテーションを実施した結果により選定する。 

（２）選定委員会の実施 

    申込者は、事前に提出された企画提案書に基づき、選定委員会に対してプレゼンテーショ

ンを行うものとする。プレゼンテーションの詳細は申込者あてに別途通知する。 

（ア） 日 時 平成３０年２月２０日（火） 

提案説明の順番は、原則として本プロポーザルの参加申込順とする。 

（イ） 会 場 公益財団法人みやぎ産業振興機構 会議室 

（ウ） 時 間 ３０分以内（企画提案説明 １０分、質疑応答 ２０分）              

（３）契約先候補者の選定 

     選定委員会において、得点の総計が最も高い者を最優秀提案者として選定する。 


